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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画(案)の作成   

１．跡地利用の事業スキーム（案）の作成と課題の抽出等 

 

（１）周辺開発動向の整理 

当地区の跡地利用と連携することとなる周辺開発動向について整理した。 

 

１）周辺での開発動向 

普天間飛行場跡地周辺部においては、世界水準オーシャンフロント・リゾートを目指す

「西海岸地域開発」、キャンプ瑞慶覧について平成 26 年度末に返還が予定されている「西

普天間住宅地区（約 51ha）」、既成市街地の再編を伴う「普天満宮周辺まちづくり」等の

まちづくりの検討が、現在進められている。 

  

  

図 1-1 周辺開発位置図 

西普天間住宅地区 普天満宮周辺まちづくり 

西海岸地域開発 
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①西海岸地域開発の概要 

広域的な観点から、宜野湾から北谷に至る海際のエリア、特に宜野湾市域においては、

その地勢から、各駐留軍用地跡地利用計画と連携し、宜野湾市海浜公園や仮設避難港、沖

縄コンベンションセンター等を中心とするエリアにおいて、大型 MICE 施設の誘致を念頭

に置きながら、世界水準のオーシャンフロント・リゾートの形成に向けた検討を実施して

いる。 

また、現在事業計画の策定が進められている大山土地区画整理事業地区と相互連携する

ことにより、都市機能の補完の他、骨格的道路や緑のネットワーク等、一体的な整備が期

待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
図 1-2 西海岸地域開発の概要 
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②西普天間住宅地区の概要 

統合計画により、キャンプ瑞慶覧内の西普天間住宅地区（約 51ha）について、平成 26

年度末の返還が予定されていることから、現在跡地利用計画の見直しが進められており、

現在、地権者の意向調査が進められている。 

地域振興のトリガーとなる都市機能の導入の他、広域道路や緑のネットワーク、周辺部

との緊密な連携が期待されている。 

 

  

図 1-3 西普天間住宅地区の概要 
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③普天満宮周辺まちづくりの概要 

普天満宮周辺におけるまちづくりの検討の中では、歩行者中心のまちづくりにより、既

成市街地の活性化を図るべく、普天満宮前を迂回する道路の整備が検討されている。 

この中には、並木道等の「普天満宮参詣」を復元する「門前町」のイメージ・魅力化の

向上や周辺市街地と調和した景観や環境に配慮した空間の創出が計画されている。 

 

 

  

図 1-4 普天間飛行場周辺まちづくり拡充構想 

図 1-5 先行整備まちづくりのイメージ 

普天間飛行場周辺まちづくり拡充構想 

145



参考資料 

④大山地区土地利用事業 

大山土地区画整理事業地区は、地区面積 47.3ha、計画人口 2,600 人を設定した宜野湾

市施行の土地区画整理事業が予定されており、「西海岸地域としてのポテンシャルに対応

した市街地と田いもの栽培を中心とした都市型農地が共存・調和したまちづくり」を整備

目標に定め、幹線道路沿いの一部区域の商業利用を除いては、主として住居系の土地利用

として、事業化に向けた検討、調整が進められている。 

地区の北側には、当地区の特徴でもある田いも畑の保全活用に配慮すべく、地権者への

意向調査の結果、集合農地約 5ha が設定されている。 

 

  
 

図 1-6  土地利用計画（案） 

146



参考資料 

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」（跡

地利用推進法）の概要 

 

 

 

 

  

出典：内閣府 HP

■特別措置法のポイント 
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出典：内閣府 HP

■特別措置法における、土地の取得の円滑化のための処置 
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特定駐留軍用地一覧（平成 25 年 9月現在） 

指定日 施設・区域 

平成 24 年 5 月 25 日 ・キャンプ桑江  

 ・普天間飛行場  

 ・牧港補給地区  

 ・那覇港湾施設  

 ・陸軍貯油施設第１桑江タンクファーム 

平成 25 年 5 月 17 日 キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区、 

 施設技術部地区内の倉庫地区の一部及び白比川沿岸地域、 

 ロウワー・プラザ住宅地区並びにインダストリアル・コリドー及び 

 その南側部分に隣接する区域の各区域 

平成 25 年 9 月１日 牧港補給地区の区域 

 （平成 25 年 8 月 31 日に返還された一部土地を除く） 

 

 
出典：内閣府 HP

■特定駐留軍用地の指定 
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